
一
頁

○
内
閣
府
告
示
第
百
六
号

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年

法
律
第
四
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
六
十
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
教
育
・
保
育
及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
提
供
体
制
の
整
備
並
び
に
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給

付
並
び
に
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
及
び
仕
事
・
子
育
て
両
立
支
援
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的

な
指
針
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
告
示
第
百
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項

の
規
定
に
基
づ
き
公
表
す
る
。

令
和
二
年
九
月
二
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
傍
線
を
付
し
た
も
の
を
削
る
。



二
頁

改

正

後

改

正

前

第
二

教
育
・
保
育
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
、
子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用

第
二

教
育
・
保
育
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
、
子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用

給
付
の
円
滑
な
実
施
の
確
保
並
び
に
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
及
び

給
付
の
円
滑
な
実
施
の
確
保
並
び
に
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
及
び

仕
事
・
子
育
て
両
立
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
事
項

仕
事
・
子
育
て
両
立
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
事
項

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
当
た
っ
て
の
関
係
者
の
連
携
及
び
協
働

二

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
当
た
っ
て
の
関
係
者
の
連
携
及
び
協
働

１

［
略
］

１

［
同
上
］

２

市
町
村
相
互
間
の
連
携
及
び
協
働
並
び
に
市
町
村
と
都
道
府
県
と
の
連

２

市
町
村
相
互
間
の
連
携
及
び
協
働
並
び
に
市
町
村
と
都
道
府
県
と
の
連

携
及
び
協
働

携
及
び
協
働

［
第
一
段
落
～
第
三
段
落

略
］

［
第
一
段
落
～
第
三
段
落

同
上
］

［
下
記
段
落
を
削
る
。
］

ま
た
、
住
民
が
近
隣
の
市
町
村
に
所
在
す
る
地
域
型
保
育
事
業
を
利
用

す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
住
民
が
居
住
す
る
市
町
村
が
当
該
地
域
型
保

育
事
業
を
行
う
者
の
確
認
を
行
う
際
に
は
、
法
第
四
十
三
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
、
当
該
地
域
型
保
育
事
業
を
行
う
事
業
所
が
所
在
す
る
市
町
村

の
事
前
の
同
意
又
は
当
該
同
意
を
要
し
な
い
旨
の
市
町
村
間
の
同
意
が
必

要
で
あ
る
。
市
町
村
は
、
住
民
が
希
望
す
る
地
域
型
保
育
事
業
を
円
滑
に

利
用
で
き
る
よ
う
、
当
該
地
域
型
保
育
事
業
を
行
う
者
が
所
在
す
る
市
町

村
と
連
携
を
図
り
、
迅
速
に
こ
れ
ら
の
同
意
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
努
め
る

こ
と
。
特
に
、
市
町
村
域
を
超
え
た
地
域
型
保
育
事
業
の
利
用
が
明
ら
か

な
場
合
及
び
複
数
の
市
町
村
に
居
住
す
る
子
ど
も
が
利
用
す
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
る
事
業
所
内
保
育
事
業
に
つ
い
て
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

［
第
五
段
落

略
］

［
第
五
段
落

同
上
］

［
３
～
５

略
］

［
３
～
５

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



三
頁

附

則

こ
の
告
示
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法

律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


